
測量法

１．案内情報
① 手続名 ： 公共測量作業規程の承認申請
② 手続根拠 ： 測量法３３条第１項
③ 手続対象者 ： 公共測量を実施しようとする測量計画機関の長
④ 提出時期 ： 公共測量を実施する前
⑤ 提出方法 ： 公共測量作業規程承認申請書を作成し、測量計画機関の所在地を

管轄する国土地理院地方測量部または沖縄支所へ提出して下さい。
⑥ 手数料 ： 無し
⑦ 添付書類・部数 ： 公共測量作業規程 １部
⑧ 申請書様式 ： 公共測量作業規程の承認申請書
⑨ 記載要領・記載例 ： 提出先となる窓口にお問い合わせ下さい。

２．窓口情報
① 提出先 ： 北海道地方測量部 011-709-2311

対象地域（北海道）
東北地方測量部 022-295-8611
対象地域（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）
関東地方測量部 03-5213-2051
対象地域（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都
・神奈川県・山梨県・長野県）
北陸地方測量部 0764-41-0888
対象地域（新潟県・富山県・石川県・福井県）
中部地方測量部 052-961-5638
対象地域（岐阜県・静岡県・愛知県・三重県）
近畿地方測量部 06-6941-4507
対象地域（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山
県）
中国地方測量部 082-221-9743
対象地域（鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県）
四国地方測量部 087-861-9013
対象地域（徳島県・香川県・愛媛県・高知県）
九州地方測量部 092-411-7881
対象地域（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
・鹿児島県）
沖縄支所 098-855-2595
対象地域（沖縄県）

② 受付時間 ： ８時３０分から１７時まで
③ 相談窓口 ： 提出先となる各地方測量部・支所

３．手続情報
① 審査基準 ： ・測量の位置、高さについての基準が定められていること。

・測量の工程が明確に順序よく定められていること。
・各測量の種類、工程ごとに作業の方法及び整理方法が定められて
いること。

、 。・各測量の種類 工程ごとに必要な許容範囲が定められていること
・測量の許容範囲は、測量法施行令第１条第１項第五号に定める誤
差の許容限度をこえないものであること。
・測量の方法や測量機器については、国土交通省公共測量作業規程

、 。等に準じ かつ必要精度が確保できる方式を取り入れていること
・用語は、国土交通省公共測量作業規程等に準じ、かつ測量用語と
して適切なものが使われていること。

②標準処理期間 ： １４～２０日間
③不服申立方法 ： （行政不服審査法の規程による ）。



平成 年 月 日

国土交通大臣 殿

公共測量作業規程の承認申請書

標記について、測量法（昭和24年法律第188号) 第33条第1項の規定に基づき、別冊

（ 測量作業規程）のとおり定めましたので承認を申請します。


